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１． 単車、セミトレーラ及びフルトレーラのうち特例車種以外のもの 

 

（１）総重量（ｔ） 
諸元 点数 

道路 最遠軸距（ｍ） 車長（ｍ） 車種 3点 5点 15点 30点 

高速自動車国道・ 

一般有料道路等 

（指定道路内） 

～5.5未満 問わず 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

5.5～7未満 ～9未満 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

5.5～7未満 9～ 

単車 22超～24.2 24.2超～30 30超～44未満 44～ 

２軸牽引車 22超～24.2 24.2超～37 37超～44未満 44～ 

３軸牽引車 22超～24.2 24.2超～42 42超～44未満 44～ 

7～ ～9未満 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

7～ 9～11未満 

単車 22超～24.2 24.2超～30 30超～44未満 44～ 

２軸牽引車 22超～24.2 24.2超～37 37超～44未満 44～ 

３軸牽引車 22超～24.2 24.2超～42 42超～44未満 44～ 

7～ 11～ 

単車 25超～27.5 27.5超～30 30超～50未満 50～ 

２軸牽引車 25超～27.5 27.5超～37 37超～50未満 50～ 

３軸牽引車 25超～27.5 27.5超～42 42超～50未満 50～ 

一般有料道路等 

（指定道路外） 
- - 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 
 

 

 

（２）軸重（ｔ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 10超～15 - 15超～ - 

 

 

 

（３）高さ（ｍ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

指定道路内 4.1超～4.2 4.2超～4.5 4.5超～ - 

指定道路外 3.8超～3.9 3.9超～4.3 4.3超～ - 

 

 

 

（４）幅（ｍ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 2.5超～2.6 2.6超～3.25 3.25超～ - 

 

 

 

（５）長さ（ｍ） 
諸元 点数 

道路 はみ出し 車種 3点 5点 15点 30点 

- - 単車 12超～13 13超～ - - 

高速自動車国道 

あり 
セミトレーラ 12超～13 13超～ - - 

フルトレーラ 12超～13 13超～ - - 

なし 
セミトレーラ 16.5超～17.5 17.5超～ - - 

フルトレーラ 18超～19 19超～ - - 

一般有料道路等 - - 12超～13 13超～ - - 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 
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２．セミトレーラ及びフルトレーラ（特例車種） 

※特例車種とは、車両制限令第３条第２項に定めるセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車が該当します。 

 

（１）総重量（ｔ） 
諸元 点数 

道路 
最遠軸距（ｍ） 

車種 3点 5点 15点 30点 
以上 未満 

高速自動車国道 

～ 8 
２軸牽引車 

特例車種以外と同様 
３軸牽引車 

8 9 
２軸牽引車 25超～27.5 27.5超～37 37超～50未満 50～ 

３軸牽引車 25超～27.5 27.5超～42 42超～50未満 50～ 

9 10 
２軸牽引車 26超～28.6 28.6超～37 37超～52未満 52～ 

３軸牽引車 26超～28.6 28.6超～42 42超～52未満 52～ 

10 11 
２軸牽引車 27超～29.7 29.7超～37 37超～54未満 54～ 

３軸牽引車 27超～29.7 29.7超～42 42超～54未満 54～ 

11 12 
２軸牽引車 29超～31.9 31.9超～37 37超～58未満 58～ 

３軸牽引車 29超～31.9 31.9超～42 42超～58未満 58～ 

12 13 
２軸牽引車 30超～33 33超～37 37超～60未満 60～ 

３軸牽引車 30超～33 33超～42 42超～60未満 60～ 

13 14 
２軸牽引車 32超～35.2 35.2超～37 37超～64未満 64～ 

３軸牽引車 32超～35.2 35.2超～42 42超～64未満 64～ 

14 15 
２軸牽引車 33超～36.3 36.3超～37 37超～66未満 66～ 

３軸牽引車 33超～36.3 36.3超～42 42超～66未満 66～ 

15 15.5 
２軸牽引車 35超～37 - 37超～70未満 70～ 

３軸牽引車 35超～38.5 38.5超～42 42超～70未満 70～ 

15.5 ～ 
２軸牽引車 36超～37 - 37超～72未満 72～ 

３軸牽引車 36超～39.6 39.6超～42 42超～72未満 72～ 

 
諸元 点数 

道路 
最遠軸距（ｍ） 

車種 3点 5点 15点 30点 
以上 未満 

一般有料道路等 

（指定道路内） 

～ 8 
２軸牽引車 

特例車種以外と同様 
３軸牽引車 

8 9 
２軸牽引車 25超～27.5 27.5超～37 37超～50未満 50～ 

３軸牽引車 25超～27.5 27.5超～42 42超～50未満 50～ 

9 10 
２軸牽引車 26超～28.6 28.6超～37 37超～52未満 52～ 

３軸牽引車 26超～28.6 28.6超～42 42超～52未満 52～ 

10 ～ 
２軸牽引車 27超～29.7 29.7超～37 37超～54未満 54～ 

３軸牽引車 27超～29.7 29.7超～42 42超～54未満 54～ 

一般有料道路等 

（指定道路外） 

～ 8 
２軸牽引車 

特例車種以外と同様 
３軸牽引車 

8 9 
２軸牽引車 24超～26.4 26.4超～37 37超～48未満 48～ 

３軸牽引車 24超～26.4 26.4超～42 42超～48未満 48～ 

9 10 
２軸牽引車 25.5超～28.05 28.05超～37 37超～51未満 51～ 

３軸牽引車 25.5超～28.05 28.05超～42 42超～51未満 51～ 

10 ～ 
２軸牽引車 27超～29.7 29.7超～37 37超～54未満 54～ 

３軸牽引車 27超～29.7 29.7超～42 42超～54未満 54～ 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 

 

 

（２）軸重（ｔ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 10超～15 - 15超～ - 

 

（３）高さ（ｍ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

指定道路内 4.1超～4.2 4.2超～4.5 4.5超～ - 

指定道路外 3.8超～3.9 3.9超～4.3 4.3超～ - 

 
（４）幅（ｍ） 

諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 2.5超～2.6 2.6超～3.25 3.25超～ - 

 

（５）長さ（ｍ） 

諸元 点数 

道路 はみ出し 車種 3点 5点 15点 30点 

高速自動車国道 

あり 
セミトレーラ 12超～13 13超～ - - 

フルトレーラ 12超～13 13超～ - - 

なし 
セミトレーラ 16.5超～17.5 17.5超～ - - 

フルトレーラ 18超～19 19超～ - - 

一般有料道路等 - - 12超～13 13超～ - - 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 
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…3 点① 

…3 点② 

※実際の警告書には違反点数等は記載されておりません。 
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参考：点数基準表（例①） 

単車、セミトレーラ及びフルトレーラのうち特例車種以外のもの 
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※実際の措置命令書には違反点数等は記載されておりません。 



 

15  

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 



 

16  

 

 

   

別紙④ 



 

17  

 

 



 

18  

 


